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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
元
年
六
月
八
日
(
木
)
午
後
二
時
よ
り

「
ス
イ
ス
に
お
け
る
裁
判
官
の
選
任
・
地
位
・
責
任
に
つ
い
て
」

報

告

者

ヴ

ア

ル

タ

1
・
J
・ハ

l
プ
シ
ャ
イ
ド
氏

(
チ
ュ
!
リ
ッ
ヒ
大
学
教
授
)

出

席

者

三

O
名

こ
の
法
学
会
で
は
、
ス
イ
ス
の
チ
ュ

l
リ
ッ
ヒ
大
学
の
ヴ
ア
ル
タ
l

J
・ハ

1
プ
シ
ャ
イ
ド
教
授
を
お
迎
え
し
て
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
裁
判
官

制
度
に
つ
い
て
、
お
話
を
い
た
だ
い
た
。
お
話
は
、
大
き
く
三
つ
に
分
か

れ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
ス
イ
ス
の
裁
判
官
制
度
の
大
き
な
特
色
を
な
す
、

裁
判
官
選
挙
制
度
で
あ
る
。
ス
イ
ス
の
裁
判
官
は
徹
底
し
て
選
挙
に
よ
っ

て
選
ば
れ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
政
治
色
・
出
身
・
言
語
・

カ
ン
ト
ン
な
ど
種
々
の
要
素
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ

れ
た
。
第
二
は
、
裁
判
官
の
監
督
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
該
裁

判
官
の
選
挙
母
体
を
始
め
と
す
る
監
督
官
庁
が
裁
判
官
の
行
為
を
ど
こ
ま

で
監
督
す
る
か
で
あ
る
。
裁
判
の
中
身
に
ま
で
及
び
得
な
い
こ
と
は
当
然

と
し
て
、
裁
判
官
の
独
立
・
身
分
保
障
と
の
関
係
で
、
ス
イ
ス
で
も
見
解

は
一
致
し
て
い
な
い
。
第
三
は
、
裁
判
官
の
職
務
義
務
違
反
に
か
か
わ
る

民
事
責
任
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
裁
判
官
も
当
事
者
に
対
し
て
損

害
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
要
件
、
連
邦
ま
た
は
カ
ン
ト

ン
と
の
連
帯
責
任
の
あ
り
方
、
な
ど
で
い
ろ
い
ろ
な
立
場
が
あ
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

報
告
後
の
質
疑
で
は
、
裁
判
官
選
挙
制
度
の
現
実
の
あ
り
方
、
裁
判
官

の
監
督
の
限
界
(
具
体
的
な
訴
訟
指
揮
ま
で
及
び
う
る
か
)
、
裁
判
官
の
責

任
に
つ
い
て
は
法
律
問
題
と
事
実
問
題
と
で
の
差
・
上
訴
と
の
関
係
、
な

ど

が

議

論

さ

れ

た

。

佐

藤

鉄

男

)

(
文
責

O
平
成
元
年
六
月
二
三
日
(
金
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
社
会
的
な
リ
ス
ク
の
評
価
と
制
御
」

報

告

者

畠

山

武

道

氏

(
北
海
道
大
学
教
授
)

出

席

者

三

三

名

社
会
的
リ
ス
ク
と
は
、
「
あ
る
技
術
の
採
用
と
そ
れ
に
伴
う
人
間
の
活
動

に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
命
・
安
全
・
健
康
・
生
存
環
境
に
好
ま
し
く
な
い

結
果
の
生
じ
る
可
能
性
」
を
い
う
。
従
来
の
環
境
汚
染
と
の
違
い
は
、
少

北法40(3・347)819



報

重
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
影
響
が
複
合
的
、
広
域
的
、
長
期
的
で
あ
っ
て
、

因
果
関
係
の
特
定
が
難
し
く
、
か
っ
、
そ
の
測
定
に
不
確
実
性
が
伴
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
従
来
の
観
念
で
は
、
リ
ス
ク
を
限
り
な
く
ゼ

ロ
に
近
づ
け
る
の
が
理
想
と
さ
れ
た
が
、
た
と
え
ば
、
癌
の
印

1
卯
%
は

環
境
的
要
因
か
ら
生
じ
る
と
い
わ
れ
、
そ
れ
を
ゼ
ロ
に
す
る
の
は
不
可
能

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
削
減
に
は
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
。
そ
こ
で

は
、
規
制
の
際
の
コ
ス
ト
と
い
う
問
題
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る。

雑

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
不
確
実
さ
・
コ
ス
ト
を
と
も
な
う
社
会
的
リ
ス

ク
を
統
制
・
制
御
す
る
た
め
の
手
法
・
制
度
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
り
う
る
か
。
今
回
は
、
費
用
・
便
益
分
析
と
定
量
的
リ
ス
ク
評
価

5
5ロ
巴
門
町
民
定
巾
一
呂
田
W
〉印

8
8
B
g
C
を
取
り
あ
げ
た
。
費
用
・
便
益
分

析
は
、
社
会
工
学
や
政
策
科
学
の
影
響
を
う
け
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
も
と

で
、
制
度
化
さ
れ
、
実
際
に
運
用
さ
れ
た
政
策
評
価
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ

る
が
、
消
費
者
主
権
の
想
定
が
非
現
実
的
で
あ
る
、
費
用
・
便
益
の
正
確

な
評
価
が
不
可
能
で
あ
る
、
適
正
割
引
率
の
選
択
が
困
難
で
あ
る
、
な
ど

の
本
来
の
欠
点
に
く
わ
え
、
実
際
の
運
用
の
な
か
で
、
さ
ら
に
情
報
不
足
、

ア
ナ
リ
ス
ト
の
能
力
不
足
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
モ
デ
ル
の
不
十
分
さ
、
費

用
・
便
益
評
価
に
お
け
る
定
量
化
の
限
界
と
バ
イ
ア
ス
な
ど
の
難
点
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
定
量
的
リ
ス
ク
評
価
は
、
実
験
テ
ス
ト
ま
た
は

疫
学
的
研
究
か
ら
の
デ
l
タ
を
用
い
て
、
特
定
の
発
癌
性
物
質
へ
の
人
の

曝
露
か
ら
発
生
し
う
る
癌
ま
た
は
死
亡
の
ケ

l
ス
を
予
測
し
、
そ
の
費
用

と
便
益
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
安
全
値
が
社
会
的

に
安
全
か
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
が
、
分
析
の
基
礎
と
な
る

疫
学
的
分
析
へ
の
信
頼
度
が
低
い
と
い
う
欠
点
を
内
包
し
て
い
る
。

今
後
、
こ
れ
ら
の
手
法
を
実
際
の
行
政
決
定
シ
ス
テ
ム
に
組
み
い
れ
る

際
の
方
法
、
手
続
、
組
織
、
司
法
審
査
の
あ
り
か
た
な
ど
を
、
行
政
法
学

に
固
有
の
問
題
と
し
て
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
回
の
報
告
は
、
そ
の

準
備
ノ

l
ト
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

北法40(3・348)820

O
平
成
元
年
六
月
二
六
日
(
月
)
午
後
二
時
よ
り

寸
日
本
の
法
曹
と
ア
メ
リ
カ
の
法
律
家
」

報
告
者

マ
イ
ク
ル
・

K
・
ヤ
ン
グ
氏

(
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
ロ

i
・
ス
ク
ー
ル
教
授
)

出

席

者

二

三

名

ア
メ
リ
カ
で
は
約
六

O
万
人
、
人
口
四
五

O
人
に
一
人
の
割
合
で
法
律

家
が
お
り
、
人
は
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
法
廷
に
持
ち
込
み
、

法
的
解
決
を
求
め
る
こ
と
か
ら
、
し
ば
し
ば
「
訴
訟
社
会
L

と
ま
で
い
わ

れ
て
い
る
。
日
本
は
、
そ
れ
と
対
照
的
な
「
訴
訟
嫌
い
の
社
会
L

と
い
わ

れ
、
法
曹
、
資
格
を
持
っ
た
法
律
家
の
数
の
少
な
さ
を
そ
の
原
因
の
ひ
と



北海道大学法学部法学会記事

っ
と
し
て
指
摘
す
る
論
者
も
多
い
。

報
告
者
は
、
一
九
八
七
年
の
産
業
構
造
転
換
円
滑
化
臨
時
措
置
法
を
例

に
、
産
業
政
策
に
お
い
て
法
律
が
他
の
先
進
国
と
比
較
し
て
も
積
極
的
に

活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
社
会
は
「
法
律
的
」
に
運
営
さ
れ
、

法
律
に
依
存
す
る
程
度
が
高
い
と
主
張
し
、
誤
解
の
要
因
の
ひ
と
つ
に
、

ア
メ
リ
カ
の
「
法
律
家
」
と
日
本
の
「
法
曹
」
と
の
違
い
が
あ
り
、
日
本

に
は
か
な
り
の
数
の
「
法
律
家
L

が
い
る
と
主
張
す
る
。

日
本
の
法
曹
の
出
発
点
は
、
明
治
期
に
導
入
さ
れ
た
法
廷
に
お
い
て
弁

論
権
を
独
占
す
る
法
律
家
モ
デ
ル
に
あ
る
。
今
日
で
も
法
曹
の
職
域
は
、

法
廷
に
お
け
る
弁
論
を
中
心
と
し
た
司
法
手
続
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
法
曹
改
革
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
と

実
務
に
従
事
す
る
弁
護
士
の
教
育
に
お
け
る
法
曹
一
元
化
を
実
現
し
た

が
、
法
廷
に
お
け
る
弁
論
活
動
以
外
の
職
域
に
職
務
独
占
を
拡
張
す
る
と

い
う
方
向
を
取
ら
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
法
律
家
の
中
で
、
法
廷
に
立

つ
の
は
二
割
程
度
で
、
企
業
内
の
法
務
を
担
当
し
、
あ
る
い
は
、
経
営
に

か
か
わ
る
の
も
、
法
律
家
の
職
域
の
一
部
で
あ
る
。
大
半
の
法
律
家
は
法

廷
と
無
関
係
な
仕
事
を
す
る
。

日
本
の
法
曹
は
、
法
学
教
育
、
法
律
知
識
を
独
占
し
て
い
な
い
。
ア
メ

リ
カ
で
は
、
年
に
三
二
、

0
0
0人
が
大
学
院
レ
ヴ
ェ
ル
に
該
当
す
る

ロ
i
・
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
し
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
法
律
家
に
な
る
。
法
律

家
以
外
が
法
学
教
育
を
受
け
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

日
本
で
は
、
年
に
三
八
、

0
0
0人
が
法
学
部
、
法
学
科
、
法
職
課
程
な

ど
に
在
籍
し
、
大
学
レ
ヴ
ェ
ル
の
法
律
教
育
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

司
法
試
験
に
合
格
し
、
司
法
研
修
所
を
経
て
、
法
曹
と
な
る
の
は
年
五

O

O
人
程
度
で
あ
り
、
大
部
分
の
者
は
官
庁
、
企
業
な
ど
に
就
職
す
る
。
こ

れ
ら
の
官
庁
、
企
業
に
は
そ
れ
ぞ
れ
法
務
を
担
当
す
る
部
局
が
あ
り
、
法

曹
で
は
な
く
、
法
学
土
が
そ
の
主
体
を
構
成
し
て
い
る
。
司
法
研
修
所
に

お
け
る
教
育
は
裁
判
技
術
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
法
学
教
育
を
ロ

l
・
ス
ク
ー

ル
と
比
較
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
法
律
家
の
守
備
範

囲
は
日
本
の
法
嘗
の
そ
れ
よ
り
広
く
、
職
務
内
容
の
機
能
的
な
比
較
を
す

る
な
ら
ば
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
の
他
、
司
法
書
士
、
税
理
士
、

行
政
書
士
な
ど
、
あ
る
い
は
、
一
部
の
公
務
員
、
企
業
の
法
務
部
門
担
当

者
を
も
視
野
に
い
れ
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
の
法
律
家
人
口
を
他
の
国
と

比
較
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
法
学
士
を
基
準
に
し
た
結
果
、
法
律
家
人
口

が
絶
対
数
に
お
い
て
も
、
人
口
比
に
お
い
て
も
、
先
進
諸
国
を
上
回
り
得

る
が
、
そ
れ
は
、
官
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
、
日
本
が
寸
法
律
的
」
に
運
営

さ
れ
て
い
る
社
会
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
の
法
律
家
に
は
、
業
務
内
容
の
機
能
的
分
析
で

対
応
し
得
る
日
本
の
寸
法
律
家
L

、
た
と
え
ば
、
企
業
の
法
務
部
門
を
担
当

し
て
い
る
法
学
士
と
質
的
に
異
な
る
と
思
わ
れ
る
、
考
え
方
の
違
い
が
あ

北法40(3・349)821



報

る
。
第
一
が
、
裁
判
所
に
お
け
る
議
論
の
あ
り
方
と
法
学
教
育
の
方
法
に

由
来
す
る
理
論
体
系
の
相
違
で
あ
り
、
法
律
問
題
の
解
決
に
対
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
の
違
い
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
第
二
が
、
専
門
職
意
識
、
専
門
家

意
識
の
差
異
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
以
来
、
法
律
家
は
、
聖
職
者
、

医
者
と
並
ぶ
、
伝
統
的
専
門
職
業
と
し
て
の
自
負
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
応

し
得
る
専
門
家
意
識
は
、
日
本
で
は
法
曹
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
第
三
が
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
律
家
全
体
に
共
通
す
る
法
律
家
と
し
て
の
意
識
の

強
き
で
あ
る
。
法
律
職
が
普
く
浸
透
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、

官
僚
も
企
業
経
営
者
も
、
ま
ず
法
律
家
で
あ
る
と
自
己
を
規
定
す
る
。
所

属
す
る
組
織
へ
の
帰
属
意
識
が
乏
し
く
、
法
律
家
と
し
て
の
論
理
を
優
先

さ
せ
る
発
想
が
生
じ
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
顕
著

な
の
は
、
社
会
現
象
、
あ
る
い
は
、
世
界
を
判
例
と
そ
の
分
析
手
法
を
通

じ
て
、
把
握
す
る
と
い
う
傾
向
の
方
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
場

合
、
所
属
す
る
組
織
へ
の
帰
属
意
識
が
優
先
し
、
法
律
職
に
従
事
し
て
い

る
こ
と
が
と
く
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
稀
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
は
、
日
本
の
法
曹
の
意
識
構
造
こ
そ
が
ア
メ
リ
カ

の
法
律
家
の
そ
れ
に
相
当
程
度
近
い
。
こ
の
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
ア

メ
リ
カ
の
法
律
家
と
、
職
務
内
容
の
機
能
的
分
析
で
対
応
し
得
る
日
本
の

寸
法
律
家
」
と
を
そ
の
ま
ま
対
応
さ
せ
て
、
比
較
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

り
、
日
本
の
法
曹
と
を
対
応
さ
せ
て
、
比
較
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
こ

雑

と
に
な
る
。

北法40(3・350)822

質
疑
応
答
に
お
い
て
、
報
告
者
は
ア
メ
リ
カ
の
法
律
家
の
考
え
方
の
特

徴
を
敷
街
し
、
法
律
家
と
し
て
の
専
門
家
意
識
、
自
己
認
識
を
強
調
し
た
。

機
能
的
分
析
で
「
法
律
家
」
を
把
握
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
教
育
程

度
、
資
格
、
職
業
上
の
訓
練
か
ら
、
日
本
で
は
法
曹
以
外
を
寸
法
律
家
」

と
考
え
る
こ
と
が
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
と
、

人
口
に
対
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
弁
護
士
と
司
法
書
士
の
人
数
の
合
計
が

北
海
道
の
各
地
域
に
お
い
で
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
と
い
う
資
料
に
基
づ
い

て
、
弁
護
士
の
少
な
い
地
域
で
は
司
法
書
士
が
実
質
的
に
弁
護
士
が
果
た

す
は
ず
の
機
能
を
代
行
し
て
い
る
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
と
い
う

指

摘

が

あ

っ

た

。

(

文

責

紙
谷
雅
子
)

。
平
成
元
年
七
月
二
七
日
(
木
)
午
後
一
時
半
よ
り

寸
法
律
関
係
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
L

報

告

者

小

野

孝

正

氏

(
元
最
高
裁
判
所
図
書
館
整
理
課
課
長
)

出

席

者

三

八

名


